
○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学奨学寄附金取扱規則 

（平成１６年４月１日北院大規則第５４号） 

改正 平成１７年３月８日施行 平成２５年４月１日施行 

令和２年１１月２５日規則第７９号 令和３年４月１日規則第３４号 

令和３年９月１７日規則第７０号  
（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」とい

う。）において外部の機関及び個人から受け入れる奨学寄附金の取扱いについて

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「奨学寄附金」とは、本学における学術研究に要する経費、

教育研究に要する経費及び協賛等により受け入れる寄附金をいう。 

（奨学寄附金の申込み） 

第３条 奨学寄附金の申込みをしようとする者（以下「寄附者」という。）から寄附

の申出があったときは、別紙様式１の提出を受けるものとする。 

（奨学寄附金の受入決定） 

第４条 学長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、寄附の目的が本学の教

育研究に資する場合であって、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当しないと

きは、受入れを決定するものとする。 

（１） 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。 

（２） 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又

は使用させること。 

（３） 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。 

（４） 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消す

ことができること。 

（５） その他特別な条件が付されていること。 

（受入決定の通知等） 

第５条 学長は、前条の受入れを決定したときは、その旨を寄附者に通知するものと

する。この場合において、寄附者に対する通知は、別紙様式２により行うものと

する。 

２ 学長は、前項の決定を行ったときは、教育研究評議会にその旨を報告するものと

する。 

（個人経理の禁止） 

第６条 職員は、次の各号のいずれかに該当する寄附金を直接受けた場合は、当該寄

附金の本学への寄附を申し出なければならない。 

（１） 職務上の教育研究に対する寄附金 

（２） 本学の施設、設備等を使用して実施する教育研究に対する寄附金 

（経理） 



第７条 奨学寄附金は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則その他の

関係規則により適正かつ効率的な管理運用に努めなければならない。 

（使途変更等） 

第８条 学長は、奨学寄附金を受けて教育研究を実施する職員（以下「担当職員」と

いう。）が退職し、又は他の大学等へ転出した場合は、担当職員を変更し、又は

当該担当職員の転出先に当該寄附金を移し替えることができる。 

（一般管理費の徴収） 

第９条 学長は、本学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、受け

入れた奨学寄附金から一般管理費を徴収するものとする。ただし、研究助成団体

等への応募、申請等を行い、採択されることによって当該助成団体等から支給さ

れる研究助成金（以下「研究助成金」という。）その他学長が真にやむを得ない

と認めるものについては、一般管理費の徴収を免除することができる。 

２ 前項に規定する一般管理費の額は、寄附金の額に１０分の１を乗じて得た額とす

る。 

３ 第１項ただし書に規定する研究助成金について、当該研究助成団体等の定めによ

り、当該研究遂行に直接必要な経費以外に事務処理等に要する経費の支給がある

場合は、一般管理費に代えてこれを徴収するものとする。 

（奨学寄附金の利息） 

第１０条 奨学寄附金（一般管理費及び前条第３項に規定する経費を含む。）の資金

運用の結果得られた利息は、一般管理費に充てるものとする。 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、奨学寄附金の取扱いに関し必要な事項は、

学長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月８日施行） 

この規則は、平成１７年３月８日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日施行） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１１月２５日規則第７９号） 

この規則は、令和２年１１月２５日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規則第３４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



附 則（令和３年９月１７日規則第７０号） 

この規則は、令和３年９月１７日から施行する。 

別紙様式１（第３条関係） 

[別紙参照] 

別紙様式２（第５条関係） 

奨学寄附金の受入れについて 

[別紙参照] 



 

 

別紙様式１（第３条関係） 

  年  月  日 

 

 

国立大学法人 

 北陸先端科学技術大学院大学長 殿 

 

                     〒 

               寄附者の住所 

                      

               氏    名                

                      

                   （法人にあっては，法人名及び職・氏名） 

 

   下記のとおり寄附します。 

 

記 

 

１．寄  附  金  額                  円 

２．寄 附 の 種 別 
□ 一般寄附 

□ 助成団体等による研究助成金・奨励金 

３．寄 附 の 目 的 

 

【受入教員等（所属・職・氏名）】 

 

４．寄 附 金 の 名 称 

  （名称がある場合のみ） 
 

５．寄 附 の 条 件 

  （条件がある場合のみ） 
 

６．その他参考となる事項  

７．事務担当者連絡先 

  氏名・電話番号・メールアドレス 
 

  本寄附金について、受入教員等の退職、他大学への転出等により国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

が寄附対象者を変更し、又は本寄附金を受入教員等の転出先に移し替えることを了解し、それに伴う手続きに

ついては国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に委任いたします。 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学奨学寄附金取扱規則第９条の規定により、本寄附金の一部を一般

管理費に充てることに同意いたします。 

 

【留意事項】 

  寄附者が法人の場合は法人税法に、寄附者が個人の場合は所得税法等に基づき、それぞれ税制上の優遇措置

を受けることができます。 



別紙様式２（第５条関係) 
  年  月  日 

 
 
                殿 
 
 

国立大学法人 
北陸先端科学技術大学院大学長 

 
 

奨学寄附金の受入れについて 
 
 
      年  月  日付けで寄附のお申出をいただいた下記奨学寄附金を有

り難くお受けします。 
  つきましては、恐縮ですが、同封の振込依頼書によりお振込み下さるようお願い

申し上げます。 
 
 

記 
 
  １．寄 附 金 額      金            円 
 
 
  ２．寄附の目的 
 
 
  ３．寄附の条件 
 
 
  ４．寄附金名称 
 
 
  ５．その他参考 
    となる事項 
 
 


